
利用料金 1割負担 2割負担 3割負担

5,550円 555円 1,110円 1,665円

6,550円 655円 1,310円 1,965円

8,500円 850円 1,700円 2,550円

利用料金 1割負担 2割負担 3割負担

5,550円/4,250円 555円/425円 1,110円/850円 1,665円/1,275円

6,550円/5,100円 655円/505円 1,310円/1,020円 1,965円/1,525円

5,550円/4,250円 555円/425円 1,110円/850円 1,665円/1,275円

6,550円/5,100円 655円/510円 1,310円/1,020円 1,965円/1,525円

2,780円/2,130円 278円/213円 556円/426円 834円/639円

3,280円/2,550円 328円/255円 656円/510円 984円/765円

外泊時 8,500円 850円 1,700円 2,550円

利用料金 1割負担 2割負担 3割負担

7,710円 771円 1,542円 2,313円

3,010円 301円 602円 903円

利用料金 1割負担 2割負担 3割負担

2,100円 210円 420円 630円

週3日まで30分以上/30分未満

月の初日の訪問の場合

月の2日目以降の訪問の場合

加算

訪問看護の料金表【医療保険】

（2026年6月現在）

訪問看護管理療養費

精神訪問看護基本療養費

週3日まで30分以上/30分未満

週4日以降1回につき

（A)訪問看護基本療養費

週3日目まで1回につき

外泊時

訪問看護基本療養費（Ⅲ）

精神科訪問看護基本療養費(Ⅳ)

精神訪問看護基本療養費(Ⅲ)同一建物居住者3名への訪問

精神訪問看護基本療養費(Ⅲ)同一建物居住者2名への訪問

週4日以降30分以上/30分未満

週4日以降30分以上/30分未満

注）実際の請求と料金表の合計とは、誤差が発生する場合がございます。

訪問看護基本療養費(Ⅰ)

訪問看護基本療養費(Ⅰ)

週4日以降30分以上/30分未満

週3日まで30分以上/30分未満

夜間・早朝訪問看護加算

訪問看護管理療養費



4,200円 420円 840円 1,260円

24時間対応体制加算イ（月1回） 6,800円 680円 1,360円 2,040円

6,520円 650円 1,300円 1,950円

2,650円 265円 530円 795円

2,000円 200円 400円 600円

5,000円 500円 1,000円 1,500円

2,500円 250円 500円 750円

8,000円 800円 1,600円 2,400円

4,500円 450円 900円 1,350円

8,000円 800円 1,600円 2,400円

4,500円 450円 900円 1,350円

3,000円 300円 600円 900円

4,500円 450円 900円 1,350円

9,000円 900円 1,800円 2,700円

14,500円 1,450円 2,900円 4,350円

3,000円 300円 600円 900円

5,200円 520円 1,040円 1,560円

1,500円 150円 300円 450円

3,000円 300円 600円 900円

2,000円 200円 400円 600円

25,000円 2,500円 5,000円 7,500円

10,000円 1,000円 2,000円 3,000円

50円

1,000円

複数名精神科訪問加算　週１回

看護師又は保健師と精神保健福祉士、看護補助者

退院時共同指導加算

複数名精神科訪問看護加算　1日３回以上

看護師又は保健師と保健師、看護師、作業療法士

深夜訪問看護加算

特別管理加算（上記以外）

複数名訪問加算　1日１回

看護師等と看護補助者

複数名精神科訪問看護加算　1日１回

看護師又は保健師と保健師、看護師、作業療法士

複数名精神科訪問看護加算　1日２回

看護師又は保健師と保健師、看護師、作業療法士

緊急時訪問看護加算（月15日目以降）

特別管理加算（重症度が高い方）

複数回訪問加算　1日1回

複数回訪問加算　1日3回以上

長時間精神科訪問看護

在宅患者緊急時等カンファレンス加算

訪問看護ターミナルケア療養費２

訪問看護医療DX情報活用加算

その他実費

訪問看護ターミナルケア療養費１

訪問看護情報提供療養費（1・2・3）

在宅患者連携指導加算

訪問看護医療情報連携加算

11,000円(税別)

サービス提供地域外にお住まいの方

1㎞ごと100円の加算（※契約書参照）
交通費

死後処置料

複数名訪問看護加算　週１回

看護職員と保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業

療法士、言語聴覚士

24時間対応体制加算ロ（月1回）

緊急訪問看護加算（月14日目まで）


